
甲南大学卒業生メールの利用に関する取扱い 

 

                                     平成 28 年 1月 18 日 

  情報セキュリティ管理者決定 

  

 

 

（目的） 

第 1 条 本取扱いは、甲南大学（以下「本学」という。）が提供する卒業生メールの利用

に関する事項を定める。卒業生メールは、本学を卒業後も利用できるメール送受信サービ

ス及び付随する各種機能（以下「本サービス」という。）により、本学からの情報発信及

び情報交換等を通じて、卒業後も本学との絆を強める機会を提供することを目的とする。 

  

（利用者） 

第 2条 本サービスを利用できる者は、本学を卒業又は修了した者（以下「利用者という。」）

とする。 

２ 本サービスの利用資格は卒業時に全員に自動的に与えられる。 

３ 過去の卒業生および利用資格が失効した卒業生については、利用申請により利用資格

を与える。 

４ 利用者は与えられた権限の範囲で、データ及び情報の利用ができる。 

 

（遵守事項・責任の範囲）  

第 3条 利用者が本サービスを利用する際は、内容の信頼性、正確性などについて利用者

が判断し、利用者の責任とリスク負担のもと利用することに同意するものとする。 

２ 利用者は、本サービス利用における自身の行為について責任を負う。利用者が本サ

ービスを通じて発信する内容については、著作権、肖像権など法令上の義務に従って

いるか、また、データの保存、複製利用などの可能性等についても、利用者自身の責

任で行うこととする。 

３ 利用者が本サービスを利用したときは、本サービスの基本となるシステムである

Microsoft社の Office365サービスの利用規約についても承諾したものとみなされる。 

 

（守秘義務）  

第 4 条 本サービスの利用者の情報（電子メールの内容も含む。）に対し、本学は守秘義

務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用者のメールアドレ

ス、利用履歴及び電子メールの内容等の情報を本学及び利用者以外の者（以下「第三者」

という。）に提供することができる。 



（1）あらかじめ利用者の同意を得た場合 

（2）法令に基づき提供を義務付けられた場合 

(3）本サービスの維持もしくは利用目的の達成に必要な範囲内において全部または一部

を委託する場合 

 

（利用料金）  

第 5条 本サービスの利用料は無料とする。ただし、利用者が契約しているプロバイダー

への接続料、電話料金、携帯電話の通信料等は利用者の負担とする。 

 

（サービスの中止） 

第 6 条 本学は、諸般の事情により、1 カ月の予告期間を置いて、本サービスの提供を中

止することができる。 

２ 本サービスの中止により、利用者に不利益となる事態が発生した場合でも、利用者の

損害に対して本学は一切責任を負わない。 

 

（サービスの停止） 

第 7条 本学は、システムの保守やトラブル等の理由により、本サービスを一時的に停止

することがある。 

２ サービスの停止に関しては、原則として事前に周知するものとするが、緊急時又は不

可抗力のときはこの限りではない。 

３ 本サービスの停止により、利用者に不利益となる事態が発生した場合でも、利用者の

損害に対して本学は一切責任を負わない。 

 

（サービスの管理運用） 

第 8条 本サービスの管理運用は情報システム室が所管し、本サービスの情報システム管

理責任者（以下「管理責任者」という。）は、情報システム室長とする。 

２ 管理責任者は本サービスの利用者の登録及び権限の設定を行う。 

 

（利用者の登録、変更及び登録解除）  

第 9条 本学を卒業するときに、情報システム室が卒業生全員を利用者として登録する。 

２ 利用者は、本サービスに登録されている氏名を変更する場合においては、必要な書類

を情報システム室に送付するものとする。 

３ 利用者は、本サービスの利用を終了する場合においては、必要な書類を情報システム

室に送付するものとする。 

４ １年以上本サービスを利用しなかった場合は、情報システム室が利用者の登録を解除

することがある。 



５ 過去の卒業生や利用資格の失効したもので本サービスの利用を希望する者は、利用申

請に必要な書類を情報システム室に送付するものとする。 

 

（所轄裁判所）  

第 10 条 本サービスに係る係争問題が発生したとき、その所轄裁判所は神戸地方裁判所

とする。 

 

（補則） 

第 11 条 この取扱いに定めるもののほか、システム利用の細部に関し必要な事項は、管

理責任者が別に定める。 

 

（取扱いの改正） 

第 12条 この取扱いの改廃は、情報システム室長が行う。 

 

 

附 則 

1 本取扱いは、平成 28年 1月 18日から施行する。 

2 平成 28年 1月 18日までに情報教育研究センター所長又は情報システム室長から交付

された本サービスのアカウントについては、引き続き利用を認める。 

 


